
出席停止期間の考え方 

 

 

【新型コロナウイルス感染症の登園基準（子ども家庭庁ガイドラインより）】 

 発症した後 5日を経過し、かつ、症状軽快後 1日を経過するまで（無症状の場合は検査日から 5日間） 

 発症日 

0日 

発症後 

1日 

発症後 

2日 

発症後 

3日 

発症後 

4日 

発症後 

5日 

発症後 

6日 

発症後 

7日 

発症後 

1日で軽快 発症 
症状 

軽快 

   注 1 登園 

可能 

 

発症後 

5日で軽快 発症 
症状 

有 

症状 

有 

症状 

有 

症状 

有 

症状 

軽快 

 登園 

可能 

注 1：発症後 5日以内のため登園できません。 

※発熱症状の場合、解熱後 24時間経過するまでは登園できません。 

 

 

 

 

【インフルエンザの場合】 

 発症した後 5日経過し、かつ解熱後 3日経過するまで登園ができない 

 発症日 

0日 

発症後 

1日 

発症後 

2日 

発症後 

3日 

発症後 

4日 

発症後 

5日 

発症後 

6日 

発症後 

7日 

発症後 

8日 

発症後 

2日で軽快 発症 発熱 解熱 
   登園 

可能 

  

発症後 

4日で軽快 発症 発熱 発熱 発熱 解熱 
 

 

  登園 

可能 

※解熱した日は０日として数える 

 

 

 

 

【咽頭結膜熱〔プール熱・アデノウイルス〕登園基準（子ども家庭庁ガイドラインより）】 

 発熱、充血などの主な症状が消失した後、2日経過するまで 

 発症日 

0日 

発症後 

1日 

発症後 

2日 

発症後 

3日 

発症後 

4日 

発症後 

5日 

発症後 

6日 

発症後 

7日 

発症後 

8日 

発症後 

4日で軽快 発症 発熱 発熱 発熱 解熱 
  登園 

可能 

 

発症後 

5日で軽快 発症 
発熱 

充血 

発熱 

充血 

発熱 

充血 

解熱 

充血 

症状 

軽快 

  登園 

可能 

 


